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判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
点
、本
事
案
の
結
論
と
異
な
り
、耐

震
補
強
工
事
に
多
額
の
費
用
が
掛
か
る
と
し

て
、経
済
的
観
点
か
ら
、賃
貸
人
に
修
繕
義

務
の
履
行
と
し
て
の
耐
震
補
強
工
事
が
要
求

さ
れ
ず
、解
約
申
入
れ
に
正
当
事
由
が
認
め

ら
れ
た
裁
判
例
も
多
数
存
在
し
ま
す（
東
京

地
裁

平
成
24
年
8
月
27
日
判
決
、東
京
地

裁

令
和
元
年
10
月
28
日
判
決
等
）。な
お
、

耐
震
補
強
工
事
に
掛
か
る
費
用
が
建
替
費

用
や
新
築
費
用
よ
り
低
額
の
場
合
で
あ
っ
て

も
、必
ず
し
も
耐
震
補
強
工
事
が
可
能
と
判

断
さ
れ
る
と
は
い
え
ず
、同
様
の
ケ
ー
ス
で
、

賃
貸
人
に
耐
震
補
強
工
事
を
求
め
る
こ
と

は
、経
済
合
理
性
を
欠
く
と
し
た
裁
判
例
も

あ
り
ま
す（
東
京
地
裁

平
成
22
年
9
月
29

日
判
決
）。

他
方
、築
後
45
年
が
経
過
し
た
木
造
建

物
で
、耐
震
診
断
の
評
点
が
0
・
7
未
満
は

大
地
震
で「
倒
壊
す
る
可
能
性
が
高
い
」と

さ
れ
る
中
、総
合
評
価
の
評
点
が
0
・
23
で

あ
っ
た
と
い
う
事
案
で
、耐
震
補
強
工
事
に

よ
る
修
繕
に
よ
り
、「
一
応
倒
壊
し
な
い
」ま

で
向
上
す
る
も
の
と
さ
れ
、か
つ
そ
の
費
用

が
1
0
0
万
円
程
度
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

て
、経
済
的
観
点
に
お
い
て
も
補
強
工
事
の

実
施
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、本
判
決
と
同

様
に「
正
当
事
由
」を
認
め
な
か
っ
た
判
決
が

あ
り
ま
す（
東
京
地
裁

平
成
22
年
3
月
17

日
判
決
）。

老
朽
化
に
よ
る
建
替
え
を
理
由
と
し
た
明
渡
し
の
申
入
れ
が

解
約
の
正
当
事
由
と
な
る
条
件

み
ら
い
総
合
法
律
事
務
所
弁
護
士

伊
村
健
二
朗

【
回
答
】

賃
借
人
と
賃
貸
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
使

用
の
必
要
性
や
、そ
の
他
の
事
情
に
も
よ
り

ま
す
が
、共
同
住
宅
が
耐
震
性
能
不
足
で
補

強
工
事
に
多
額
の
費
用
が
必
要
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、同
費
用
が
共
同
住
宅
の
建
替
え
と

比
べ
て
低
廉
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
経
済
合

理
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、賃
貸
人
に
は

耐
震
補
強
工
事
に
よ
る
修
繕
義
務
の
履
行
が

求
め
ら
れ
、賃
貸
借
契
約
の
解
約
申
入
れ
に

は
正
当
事
由
が
認
め
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。

【
解
説
】

1
建
物
の
老
朽
化
を
理
由
と
す
る
賃

貸
人
か
ら
の
解
約
申
入
れ
に
つ
い
て

賃
貸
人
の
側
か
ら
建
物
賃
貸
借
契
約
を

解
約
し
た
り
、更
新
を
拒
絶
し
た
り
す
る
た

め
に
は「
正
当
事
由
」（
借
地
借
家
法
第
28

条
）が
必
要
と
な
り
ま
す
。そ
し
て
、「
正
当

な
お
、耐
震
診
断
に
は
費
用
や
時
間
が
か

か
る
こ
と
等
の
理
由
で
、耐
震
診
断
を
実
施

せ
ず
に
、建
物
の
耐
震
性
不
足
を
主
張
し
賃

貸
借
契
約
の
解
約
を
求
め
る
ケ
ー
ス
が
あ
り

ま
す
が
、多
く
の
裁
判
例
で
は
、耐
震
性
不
足

の
立
証
が
足
り
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
た

め
注
意
が
必
要
で
す（
東
京
地
裁

平
成
28

年
12
月
20
日
判
決
、東
京
地
裁

令
和
4
年

3
月
28
日
判
決
等
）。

3
耐
震
性
の
不
足
を
理
由
に
建
物
賃

貸
借
契
約
の
解
約
を
求
め
る
場
合
の

留
意
点

以
上
の
通
り
、耐
震
性
不
足
を
理
由
に
賃

貸
借
契
約
の
解
約
を
求
め
る
場
合
に
は
、鉄

骨
造
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
や
木
造
の

い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、し
か
る
べ
き
耐
震
診
断

事
由
」の
有
無
は
、①
建
物
の
賃
貸
人
お
よ

び
賃
借
人
が
建
物
の
使
用
を
必
要
と
す
る

事
情
、②
建
物
の
賃
貸
借
に
関
す
る
従
前
の

経
過
、③
建
物
の
利
用
状
況
お
よ
び
建
物
の

現
況
、④
財
産
上
の
給
付（
い
わ
ゆ
る
立
退

料
）等
の
事
情
を
基
に
総
合
的
に
判
断
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ご
相
談
の
よ
う
な
昭
和
56
年
の
建
築
基
準

法
施
行
令
改
正
以
前
に
建
築
さ
れ
た
建
物
に

つ
い
て
は
、現
在
の
耐
震
診
断
基
準（
新
耐
震

基
準
）を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
が
多
い
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。耐
震
診
断
に
お
い
て
、鉄
骨

造
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、鉄
骨
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
の
建
物
の
耐
震
性
判
定
に
は
、

各
階
の
構
造
耐
震
指
標
で
あ
る
Is
値
を
基
準

と
す
る
こ
と
が一
般
的
で
す
。他
方
、木
造
建

物
の
場
合
に
は
、耐
震
診
断
は
、（
一
財
）日
本

建
築
防
災
協
会
発
行
の「
木
造
住
宅
の
耐
震

診
断
と
補
強
方
法
」の一般
診
断
に
依
拠
し
、

「
保
有
耐
力
÷
必
要
耐
力
」に
よ
り
算
出
さ

れ
る
評
点
に
基
づ
き
判
断
さ
れ
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、建
物
が
老
朽
化
し
て
、耐

震
性
能
が
不
足
し
、地
震
の
影
響
で
倒
壊
す

る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
耐
震
診
断
結
果
が
あ

る
場
合
に
は
、「
正
当
事
由
」を
肯
定
す
る
大

き
な
要
素
と
な
り
ま
す
。も
っ
と
も
、建
物
が

老
朽
化
し
、耐
震
性
能
が
不
足
し
て
い
た
と

し
て
も
直
ち
に「
正
当
事
由
」が
肯
定
さ
れ

る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。賃
貸
借
契
約
に
お
い

て
、賃
貸
人
は
建
物
の
修
繕
義
務
を
負
っ
て

お
り（
民
法
第
6
0
6
条
第
1
項
）、耐
震

補
強
工
事
が
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
、そ
の
修

繕
義
務
の
履
行
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
る

か
ら
で
す
。

同
種
の
事
案
に
お
い
て
、東
京
地
裁

平

成
29
年
3
月
28
日
判
決
で
は
、耐
震
診
断

結
果
に
基
づ
き
、建
物
の
耐
震
性
能
に
つ
き

「
地
震
の
振
動
お
よ
び
衝
撃
に
対
し
倒
壊

し
、ま
た
は
崩
壊
す
る
危
険
性
が
高
い
」と

い
う
結
果
を
踏
ま
え
、耐
震
補
強
工
事
の
可

否
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
、耐
震
補
強
工

事
に
1
7
5
0
万
円
程
度
の
費
用
が
掛
か

る
と
し
て
も
、建
物
の
建
替
え
の
場
合
の
費
用

（
1
億
円
）に
比
べ
れ
ば
安
価
で
、か
つ
容
易

に
現
行
の
耐
震
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
で
き

る
と
し
て
、賃
貸
人
か
ら
の
、3
0
0
万
円
の

立
退
料
の
提
案
を
踏
ま
え
た
解
約
申
入
れ
の

「
正
当
事
由
」を
否
定
し
ま
し
た
。

2
耐
震
補
強
工
事
の
可
否
の
判
断
に

つ
い
て

前
記
裁
判
例
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、耐

震
補
強
工
事
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、解
約

申
入
れ
の「
正
当
事
由
」を
満
た
さ
な
い
方

向
の
事
情
と
な
り
、他
方
、耐
震
補
強
工
事

が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
、「
正
当
事
由
」を
満

た
す
方
向
の
事
情
と
な
り
ま
す
。そ
し
て
、耐

震
補
強
工
事
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

技
術
的
に
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
だ
け

で
な
く
、経
済
的
な
観
点
を
加
味
し
た
上
で

●借地借家法　第28条
（建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件）
　建物の賃貸人による第２６条第１項の通
知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建
物の賃貸人及び賃借人（転借人を含む。以
下この条において同じ。）が建物の使用を
必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関
する従前の経過、建物の利用状況及び建物
の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡
しの条件として又は建物の明渡しと引換え
に建物の賃借人に対して財産上の給付を
する旨の申出をした場合におけるその申出
を考慮して、正当の事由があると認められ
る場合でなければ、することができない。

●民法　第６０６条第１項
（賃貸人による修繕等）
　賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要
な修繕をする義務を負う。（以下略）

参考法令

今回のご相談

廉な費用で足りるので、建替えの必要は
ない」と主張され、修繕義務の履行を求
めて、明渡しを拒絶されてしまったそう
です。賃貸人は、耐震補強工事に2,000
万円近くもの費用を掛けたくないようで
すが、この場合、賃貸借契約の解約申入
れは正当事由を満たし、有効となるので
しょうか。

　当社でお付合いのある貸主（賃貸人）
の方からご相談がありました。その方
は、昭和56年より前に建築された鉄筋
コンクリート造の共同住宅を賃貸してい
るそうですが、このたび耐震診断を実施
したところ、診断結果は「地震の振動お
よび衝撃に対し、倒壊、または崩壊する
危険性が高い」というものでした。加え
て、診断結果によると、耐震補強工事を
施すには2,000万円近くの費用が掛か
るとのことでした。
　そこで、耐震補強工事の実施は困難と
判断。共同住宅を建て替えることとし、
賃借人に対し、300万円の立退料の提案
とともに賃貸借契約の解約を申し入れ
たそうです。しかし、賃借人から、「耐震
補強工事で共同住宅の耐震性能も満た
す上、建替えに比べ耐震補強工事は低

を
実
施
し
、そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
耐
震
性

不
足
を
主
張
す
る
こ
と
が
重
要
と
い
え
ま

す
。ま
た
、そ
の
際
に
は
、耐
震
補
強
工
事
に

掛
か
る
費
用
と
建
替
え
に
掛
か
る
費
用
に
つ

い
て
も
比
較
検
討
し
、経
済
合
理
性
の
観
点

か
ら
、耐
震
補
強
工
事
の
可
否
を
主
張
立
証

す
る
こ
と
が
有
用
と
い
え
ま
す
。

な
お
、前
述
の
通
り
耐
震
性
の
不
足
は

「
正
当
事
由
」を
肯
定
す
る
一
要
素
で
は
あ

り
ま
す
が
、正
当
事
由
の
判
断
に
お
い
て
は

「
①
建
物
の
賃
貸
人
お
よ
び
賃
借
人
が
建
物

の
使
用
を
必
要
と
す
る
事
情
」、「
④
財
産
上

の
給
付（
い
わ
ゆ
る
立
退
料
）等
」の
他
の
要

素
と
の
総
合
判
断
と
な
る
こ
と
に
も
留
意
が

必
要
で
す
。

イラスト：おのひろゆき

民法・
宅建業法
に強くなる




